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２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）の推進について 
 

 
 我が国の平均寿命は、生活環境の改善や医学の進歩により、世界有数の水準に達してい
る。しかしながら、人口の急速な高齢化とともに、疾病全体に占めるがん、心臓病、脳卒
中、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加しており、これに伴って、要介護者等の増加も深
刻な社会問題となっている。 
そこで、２１世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社
会とするためには、従来にも増して、健康を増進し、発病を予防する「一次予防」に重点
を置いた対策を強力に推進することにより、壮年期死亡の減少、痴呆や寝たきりにならな
い状態で生活できる期間（健康寿命）の延伸等を図っていくことが極めて重要となってい
る。 
このような状況にかんがみ、今般、生活習慣病及びその原因となる生活習慣等の国民の
保健医療対策上重要となる課題について、２０１０年度を目途とした目標等を提示する「２
１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）」（以下「運動」という。）を定め、
国及び地方公共団体等の行政にとどまらず広く関係団体等の積極的な参加及び協力を得な
がら、「一次予防」の観点を重視した国民に対する十分かつ的確な情報提供を行うととも
に、健康づくりに関わる関係団体等との連携の取れた効率的な取組の推進等を図ることに
より、国民が主体的に取り組む健康づくり運動を総合的に推進していくこととしたところ
である。 
 このため、厚生省においては、国、地方公共団体、各種健康関連団体等からなる運動推
進のための全国会議を組織するほか、省内に「健康日本２１推進本部（本部長・事務次官）」
を設置し、地域保健事業、老人保健事業及び医療保険者による保健事業等の連携等といっ
た健康づくりのための事業の一体的かつ効果的な実施に資するための環境整備等を図り、
運動を総合的に推進していくこととしている。 
運動に関する具体的な推進方策及び目標等については、別途通知するところであるので、
貴職におかれては、運動の趣旨を十分御理解の上、運動が効果的に推進されるよう格段の
御配慮をお願いする。 



 

 

 


